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 本研究では，交通への関わり方を「公助・共助・自助」という枠組みで捉え，そのうち，「共助」の対

象となる住民特性を明らかにする．「共助」とは，共同体構成員が共同体として維持すべき潜在能力の水

準であると定義し，選好意識調査は地域特性や扶助対象者の状態が異なるケースへの共助意識を問う仮想

意識調査を行う．分析の結果，居住地域の自治会の活動状況および認知度により，共助意識は異なること

が明らかになった．よって交通権において，共助の対象範囲を定量的・定性的要件として一律に規定する

ことは困難である．共助の成立には，地域性と自治会の活動の有無を考慮して，それぞれの状況に応じた

潜在能力アプローチに基づく検討が必要である． 
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1．はじめに 

 

 近年，都市郊外や中山間地域では尐子高齢化，過疎化，

およびモータリゼーションの進展により公共交通が衰退

しつつある．これらの地域では，外出活動の手段は主に

自動車となり，自動車の利用が困難な高齢者や児童・生

徒等は，不便な公共交通機関や送迎に頼っているが彼ら

のニーズに対する交通サービスの充足は十分ではなく，

一部の外出機会の損失が懸念される． 

 外出機会が損なわれることは，他者と社会的な関係性

を構築するという基本的な生の一部が損なわれることに

つながる．多様な利用者がそれぞれの生の機能を十分に

発揮できるような交通関連施策の推進には，交通に関す

る権利（交通権）の概念整理が必要である． 

 しかし，地域公共交通の維持・再生・活性化に必要な，

国，地方公共団体，交通関連事業者，交通施設管理者及

び国民，それぞれの適切な役割分担の内容や方法に関す

る議論は，十分に行われていない1)．本研究では，交通

への関わり方を「公助・共助・自助」という枠組みで捉

え，そのうち対象範囲が最も曖昧な「共助」に着目し，

住民自らが負担と支援の内容をコミュニティとして引き

受け可能な範囲で定めることが持続可能な共助の成立に

必要と考える．そこで，地域住民の移動に関する支援に

関する選好意識(SP)調査を実施し，共助の成立に資する

条件を把握する．その際に交通権の認識に関する質問を

行った回答者とそうでない回答者の間で共助意識が異な

るか否かについても検討を行う． 

  

2．既往研究と本研究の位置づけ 

 

(1)  住民参加型の交通サービス 

 近年では乗り合いバス事業の赤字経営を回避し，持続

可能な交通サービスの供給を続けるために，地域住民が

主体的にバス事業運営に参加する「住民参加型」の交通

計画がトレンドになっている．この種の交通計画に際し

て，地域特性に着目した乗り合いバスの成立条件や，運

営計画を検討した研究が蓄積されている2) 3) 4) 5) 6)．これら

の研究では「住民参加型」のサービスの成立条件に関し

て，住民や行政の積極的な協力が必要であるとの指摘が

強調されている．一方で生活交通の実情は，地勢，気象，

人口動態，コミュニティに加え，これまでの地域交通の

状況など非常に多くの地域特性に左右される．つまり地

域の交通計画には，これらの地域の多様性を踏まえて国，

地方公共団体，交通関連事業者，交通施設管理者及び国

民がそれぞれの権利と責任を明確にする必要がある．し

かし，その方法論に関する研究は管見の限り十分とは言

えない． 

 

(2)  潜在能力アプローチを用いた地域交通の評価 

 アマルティア・センは途上国における貧困や格差が，
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単に短期的な経済的困窮以上の長期的な福祉の低下や，

貧困の格差の固定化を招くという「貧困の再生産／格差

の固定化」が生じることを憂慮して，潜在能力アプロー

チを提案した．地域交通に潜在能力アプローチを導入す

ることによって，「交通需要の質的な側面を明示的に着

目して交通（関連）事業を根拠づけられる」ようになる．

潜在能力アプローチを交通計画に用いた研究はあまり多

いとはいえないが，近年徐々に研究が蓄積されつつある 

7) 8) 9)．これらの研究では高齢者・障害者の交通問題に対

して，需要予測を中心とする従来の交通計画手法では，

地域が直面している問題の解決を図れないことが明らか

にされている．そこで，交通需要予測に加えて，新たに

福祉の視点をもった評価が重要であるとの指摘がなされ

ている．また既往研究では，その有効性を示す結果が得

られている．潜在能力アプローチについては3章で述べ

る． 

 

(3)  仮想質問と認知喚起 

 選好意識調査（SP調査）のような仮想的な状況下で

の質問を行う調査では，回答者の経験や認知が回答に影

響を及ぼす可能性が排除できない．そこで従来のSP調

査は，前提となる設問の条件を明確にすることに努めて

いたほか，環境への支払い意思額を質問するCVM調査

においても対象となる環境質に関する丁寧な解説が加え

られていた．ただしこれらの努力は定式化の精度を高め

るために払われていたことに注意する必要がある．たと

えば，共助の対象となる要件を問う本研究の設問で問わ

れているのは異なる属性間，条件間の相対的な重要性で

あってその背後には，回答者の規範意識が存在する．規

範意識が回答者の経験や認知に依存することは当然であ

りむしろ仮想条件のみに集中した回答を得ることは望ま

しいとは言えない．他地域の交通維持に関する扶助意識

を問うた山下ら12)の研究では，対象となる仮想状況に付

帯する質問を配することによって，回答者の認知が高ま

る効果が得られていた．共助意識を問う本研究において

も同様の手法が有効と考えられる． 

  

(4)  本研究の位置づけ 

 本研究では，住民参加型のコミュニティ交通，つまり

共助による移動支援を想定し，その対象となる住民要件

の把握を試みる． 

 移動に困難を伴うものの，いわゆる身体に障害を有す

るなどの明示的な共助要件を示さない住民を，その地区

の住民たちが自ら支援する共助のあり方を議論するには，

福祉の観点から評価を行う必要がある．本研究では結果

として実現する外出活動に留まらず，対象者や対象地域

の特性を包括的に捉えて，福祉を評価できる手法として

潜在能力アプローチを採用した．さらに潜在能力アプロ 

 

図-1 構成概念 

 

ーチに基づいて，共助対象者の要件を調査するためSP

形式の質問を行う． また，共助といった他人を思いや

る気持ちは，これまでの自身の経験や問題に対する認知

などの要因も回答結果に影響を与えると考えられる．そ

こで，近年話題となっている交通の権利に関連した賛否

意識を問う認知喚起のための質問項目を設定した調査票

と，そのような項目を設定しない調査票を用いて調査を

行い，回答傾向の違いを把握する． 

 

３．交通の権利と共助 

 

 交通権，つまり移動に関する権利の平等性は，どのよ

うな移動を選択するかという状況が，広い意味で生き方

の選択に関わるため，そもそも一律の規定には馴染まな

い概念である．これまでにも，地域交通危機に関しては

障害者福祉政策や高齢者福祉政策によって，障害の有無

や年齢などの客観的な指標を参照した交通政策が行われ

てきた．しかし従来の政策は，交通弱者として明示的な

要件を備えた人を対象として設計されている．現在の地

域交通政策の課題を尐しでも改善するためには，地域や

人の特性をきめ細かく考慮することのできる交通の捉え

方を，地域が受容可能で，より実用性のある規定として

交通権に盛り込む必要がある．他方で，既に各自治体や

コミュニティでは，既存の政策や制度に先行する形で，

新しい地域交通サービスが提供されているが，その体系

的な整理は不十分である． 

 本研究では，共同体による相互扶助を前提とした地域

交通導入の可能性に関する意識，つまり共助意識の把握

を試みる．先述の通り以下の研究ではアマルティア・セ

ンの提案する潜在能力アプローチ（Capability Approach，

以下CA）10) 11)を参照する．その概念図を図 1に示す．以

下，特に重要な「潜在能力」と「福祉」について説明す

る． 

 CA では，人が直面する状況を複数の「機能」に基づ

いて表現した上で，それらの「機能」の集合体である

「潜在能力」によって，人の状態を評価する．ここで

個人属性
社会属性
自然属性

交通サービスの特性

機能1 機能2 機能3

潜在能力その他構成要素

自分自身の福祉

Agentとしての福祉

福祉

個人が担うべき自助

コミュニティが
担うべき共助

社会が担うべき公助

交通権に関して
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「機能」とは，人が所有する財をその人の「福祉」に変

換する能力，つまり人が財によって達成できる個別の可

能性を指す．本研究では，地形や自然環境などの地域特

性を地域が有する「機会」，またその地域に居住する特

定の人（高齢者など）が有する身体的機能や外出能力な

どを「機能」と呼び，これらの情報を区別しておく． 

 さらにセンは，人は自分の福祉が低下しても，「世帯

や共同体の構成員にとっての福祉」を優先する場合があ

ると指摘して，世帯や共同体などの「潜在能力」を有す

ると考えられる主体を，Agentと呼んだ．地域交通では，

公助（鉄道など）・共助（コミュニティバスなど）・自

助（家族の送迎など）の適切な分担体制を構築する必要

がある．よって，共助の成立には，地域内の各個人が

Agentとして世帯や共同体が備えておくべき「潜在能

力」の水準を，共同体の成員が共有する必要がある． 

 以上より，本研究では，共同体の構成員が受け入れ可

能な負担水準の共同体としての「潜在能力」を明らかに

することによって，「共助」の要件を画定できると考え

る．さらに，画定された共助の範囲に影響を及ぼす諸条

件に着目して多様な地域に適用できる交通権概念の成立

可能性についても併せて検討を行う． 

 

４．共助意識に関するアンケート調査の概要 

 

 調査項目は，回答者の個人・世帯属性のほか，外出手

段，世帯内送迎活動，居住地域の特性などである．住民

の共助意識に関しては，選好意識(SP)形式で調査した． 

 図-1 に基づいて設問を設定した本研究の SP 調査では，

ある「機会」に直面する地域において，ある「機能」を

有する高齢の扶助対象者に対し，回答者が居住する地域

の地域内組織が行う外出支援策の賛否（共助意識）を問

うた．一方，政策実施による負担については，この外出

活動支援策を実施すると，コミュニティの成員と想定し

た回答者自身が金銭もしくは労働による援助を求められ

る可能性があると想定させた． 

 また今回の調査は，日本全国の 20歳以上の男女 2000

人を対象に調査を行い，共助意識に関する SP調査の項

目に関しては 2000人に 3回繰り返し回答を求めたため

6000サンプルを得た．また男女 2000人のうちの半数の

1000人には，SP調査の質問をする前に交通権の認識に

関する質問する項目を設けた．これの内容は公共交通を

担う公的法人がある地域とない地域をゾーニングする政

策に対する意見を問うものである．調査期間は 2012年

12月 26～27日であり， web回答形式で実施した．調査

の概要を表 1に示す． 

 

 

 

表-1 調査の概要 

調査名 
交通不便地域の外出活動支援 

に関する意識調査 

調査期間 平成24年 12月 26～27日 

調査型式 web調査 

調査対象者 日本全国の 20歳以上の男女 2000人 

調査項目 

個人・世帯属性 

外出手段世帯内送迎活動 

居住地域の特性など 

交通権に 

関する質問 

公共交通を担う公的法人がある 

地域とない地域をゾーニングす 

る政策に対する意見を質問 

SP調査 外出支援に関するSP調査 

仮想状況を 

構成する因子 

機

会 

地形・気候，年齢構成，バス利用環境 

移動支援事業，運べるサービス 

機

能 

車移動能力，歩行能力 

協力の有無，外出目的 

 

 

図-2 自治会の活動状況の違いとSP設問の回答 

 

５．集計分析 

 

 一般に共助意識の高さと，自治会の活動状況の間には

相関が高いことが知られている．この点を確認するため，

図-2 に自治会の活動状況と SP 設問の回答結果の関係を

示す．同図より，活動の盛んな自治会に属する回答者の

共助意識が最も高く，自治会の活動状況を知らない「無

関心層」の回答者の共助意識が最も低いことが分かる．

共助の促進と自治会の活動を活性化することの間には，

明確な相関が認められるが両者の因果関係は明確ではな

い．また本研究の目的は，共助要件の抽出であるので，

自治会の活動状況そのものを政策変数とはみなさない．

代わって，認知喚起型の質問の設定の有無間で同変数に

有意差がないことを確認しておこう． 

 図-3に交通権の認識に関する質問の有無と地域の自治

会の活動状況のクロス集計結果を示す．同図に示す自治

会活動状況分布のχ
2値は0.31となり9.21（自由度2，有意

水準1%）より小さいので，両者には有意水準1%で統計

的に差がないといえる．つまり，交通権の質問の有無と

地域の自治会の活動状況には関係性がなく，同要因の影

響はランダム化されているとして分析を進める． 
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図-3 交通権認知喚起の有無と自治会の活動状況の違い 

 

図-4 交通権認知喚起の有無とSP設問の回答 

 

 図-4に交通権の認識に関する質問の有無と回答結果の

クロス集計を示す．またχ
2値は74.9となり13.3（自由度4，

有意水準1%）より大きいので，両者には有意水準1%で

統計的に差があるといえる． 

 これらを踏まえて，図-4より確認された交通権の認識

に関する質問の有無が共助の意識に与える影響の内容に

ついて分析を行う． 

 

６．決定木分析 

 

 図-4より交通権認知の質問が回答結果に与える影響の

内容を把握するため，サンプルを交通権認知の質問の有

無によって分割し，決定木分析を行った．決定木分析に

おける目的変数は移動支援政策への賛否（簡単のため賛

成とどちらかといえば賛成を統合，また反対も同様に統

合した）である．当初，決定木分析の説明変数は共助対

象者の特性とアンケート結果の地域特性に限定していた

が，十分な分岐が得られなかったため，回答者の居住地

（郵便番号）に基づいて，地域特性データを追加して分

析を行った．その結果，説明変数の候補を表-2に示す40

個の変数とした．表-2に示す国勢調査より得られる地域

の特性（①～⑯）を回答結果に反映する際に地域の統

合・合併情報に不明点がある等の理由でいくつかのサン

プルを破棄した．よって本分析に使用した有効サンプル

は5901となった．なお，本分析における分析停止則は分

岐の有意水準を1%，最大分岐回数100回，親node・子

nodeの最小値サンプルを目的変数に設定するサンプルの

数の1%個・目的変数に設定するサンプルの数の(1%-1)個

（たとえば，目的変数のサンプルが5901に対して親node 

表-2 決定木分析に使用した説明変数の候補 

扶助対象者の特性（SP調査項目より） 

A) 地形・気候 

B) 地域の年齢構成 

C) バス利用環境 

D) 移動支援事業 

E) 訪問医療や移動販売などの在宅サービスの有無 

F) 車移動能力 

G) 歩行能力 

H) 送迎依頼ができるか否か 

I) 外出目的（買物，通院，趣味・娯楽・旅行） 

回答者の地域特性（アンケート結果より） 

1) 回答者年齢 

2) 運転免許の有無 

3) 自動車保有の有無 

4) 送迎依頼できるか否か 

5) 世帯内に高齢者もしくは幼児がいるか否か 

6) 家族などの送迎状況 

7) 外出に支障が出るほどの雪が降るか否か 

8) 地域の外出先が遠く移動が不便か否か 

9) 地域に坂道が多く移動が不便か否か 

10) 平地や盆地で温暖な気候であるか否か 

11) 外出は主に自転車 

12) 外出は主に自動車 

13) 外出は主に公共交通機関 

14) 外出は主にバス 

15) 自治会の活動状況 

回答者の地域特性（国勢調査より） 

① 人口総数 

② H.17-22の人口減尐率 

③ 人口密度 

④ 平均年齢 

⑤ 15歳未満人口割合 

⑥ 15-64歳人口割合 

⑦ 65歳以上人口割合 

⑧ 世帯総数 

⑨ 65歳以上の高齢者単身世帯割合  

⑩ 高齢者夫婦世帯割合 

⑪ 就業者数 

⑫ 第一次産業就業者割合 

⑬ 第二次産業就業者割合 

⑭ 第三次産業就業者割合 

⑮ 農業，林業就業者割合 

⑯ 昼夜間人口比率 
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(a)交通権認識に関する質問あり 

 

(b)交通権認識に関する質問なし 

 

図-5 決定木の分岐結果 

 

表-3 決定木分析結果の概要 

  交通権認識設問あり 
交通権認識 

設問なし 

全ノード数 88 70 

階層数 7 6 

端末ノード数 46 37 

扶助対象者

の特性 

H) 送迎協力の有無 

E) 在宅サービスの有無 

E) 在宅サービスの有無 

D) 移動支援事業の有無 

F) 車移動能力 

 

は59個，子nodeは58個）と設定した． 

 図-5に決定木の分岐形状，表-3に分析結果の概要を示

す．また，図-5内の赤点はSP設問で設定した潜在能力関

連変数である．表-3より交通権の認識に関する質問を設

けることで，全ノード数，階層数，端末ノード数がそれ 

ぞれ増加していることが分かる．つまり回答者は認知喚

起型の質問によって，潜在能力関連の変数を踏まえたと

考えられる．つまり本調査のような規範意識を問う設問 

 

図-6 SP調査項目H)周辺の分岐の様子Ⅰ 

 

 

図-7 SP調査項目E)周辺の分岐の様子Ⅱ 

 

では張さ要因に関連項目を加える認知喚起手法が有効と

考えられる． 

 図-6～9に図-5(a)の決定木において，SP調査で設定した

項目が分岐に採用された箇所の結果を示す．これらの分

岐の中で最も賛成の割合が高いノードは居住する地域の

自治会が活発に活動しており，扶助対象者の地域に訪問

医療や宅配サービスなどの運べるサービスがない場合

（図-7）であり，全体の分布より賛成が19ポイント高い．

またこの回答群は，家族や隣人に送迎を依頼できる人が

いない，居住する地域の第一次産業就業者割合が1.28% 



 

 6 

 

図-8 SP調査項目D)周辺の分岐の様子Ⅲ 

 

 

図-9 SP調査項目E)周辺の分岐の様子Ⅳ 

 

以下，居住する地域の65歳以上の高齢者単身世帯割合が

9%より大きい特徴をもつことが把握できる．一方で扶

助対象者の地域に訪問医療や宅配サービスなどの運べる

サービスがない場合（図-9）では，反対の意見が全体分

布より16ポイン低い0%であり，共助に対する抵抗がな

いことがわかる．また図-7と図-8を比較すると，回答者

の居住する地域特性によって共助意識には大きな差が生

じることが分かる．図-9より，居住する地域の自治会が

実際には活動しておらず，現在誰の送迎活動も行ってい

ない，かつ回答者の年齢が37歳より高い場合には共助の

意見が12ポイント～16ポイント小さくなることが明らか

になった．他方で，訪問医療等のサービスの有無によっ

て賛成意見の割合は全体分布に対して+16% ～ -12%と大 

 

図-10 SP調査項目F)周辺の分岐の様子Ⅴ 

 

きく異なる傾向が見られた． 

 また図-6～9のいずれの結果からも移動支援制度に対

する賛否分布は，扶助対象者の移動に関する「機能」 

と「機会」の高さに応じて，そのニーズの高い対象者に

共助を提供すべきとする傾向が確認できる． 

 図-10に図-5(b)の決定木において，SP調査で設定した

項目が分岐に採用された箇所の結果を示す．賛成の割合

に着目すると日常的に車で外出している，車の運転に周

囲の人が不安を感じることがある，運転できない，の順

で扶助対象者の「機能」が低下するに従って，支援賛成

の割合が対全数分布比で-15ポイント，-12ポイント，+4

ポイントとなっていることが分かる．またこれらの回答

者は，分岐に採用された変数から主に山間部で気候の厳

しい地域に居住していることが分かる． 

 

７．「共助」に着目した交通権概念の検討 

 

 本分析の結果より，交通権の認識を喚起することによ

って，共助意識が異なることが明らかとなった．すなわ

ち，交通権に関する認識を喚起した回答者は扶助対象の

特徴を考慮して共助の対象範囲を判断する傾向がみられ

る一方で，交通権に関する認識を喚起しなかった回答者

からは，そのような傾向がみられなかった．つまり認知

喚起型の調査手法は有効であると考えられる．  

 また，地域コミュニティによる移動支援制度への賛否

分布は，対象者の移動に関する「機能」と「機会」の高

さに応じて，そのニーズの高い人に共助を提供すべきと

いう傾向がみられた．これは，移動支援政策の対象者に

ついて，提示された多次元で多面的な情報を踏まえて，

地域コミュニティの住民が冷静に共助要件（他人の立場
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でのAgentとしての福祉）を判断できていることを示し

ている．ただし「機能」と「機会」に関する変数は分岐

の下層のみ現れており，上層には地域性や自治会の活動

状況の有無などが現れるため，地域の実情をより詳細に

把握する必要があることが分かった． 

 紙面上の都合により今回は掲載していないが，決定木

の中では共助意識が年齢階層によって異なる傾向も確認

できたため，地域コミュニティによる共助的な交通支援

の導入に際しては，新たな世代間不公正の原因とならな

いように，十分な配慮が必要と考えられる． 

  

８．今後の課題 

 

 本分析結果は非常に複雑になり，一部を取り上げた考

察しか述べていない．今後は分岐則を調整し分岐結果を

簡略化することでモデル全体の特徴を捉え，決定木分析

により得られる分岐採用変数を用いて，共助の対象範囲

をより正確にとらえるモデルを構築する必要がある． 
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